
は
機
務
の
暇
な
く
お
は
し
ま
す
御
身
も
て
。
典
籍
に
御
心
を
つ
く
さ
れ
な
ば
。
は
て
に
は
御
精

力
衰
耗
し
て
。
御
病
の
い
で
む
も
は
か
り
が
た
し
。
少
し
く
節
量
し
給
は
ゞ
よ
ろ
し
か
ら
む

と
祐
天
が
将
軍
を
気
遣
う
と
、
桂
昌
院
は

政
務
の
資
と
な
る
べ
き
は
。
第
一
文
学
に
す
ぎ
た
る
は
あ
ら
じ

と
言
っ
て
、
逆
に
祐
天
が
諌
め
ら
れ
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
綱
吉
と
桂
昌
院
の
政
務
に
対
す
る
姿
勢
が
う
か

が
わ
れ
、
ま
た
祐
天
と
桂
昌
院
の
関
係
の
一
端
の
表
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

第
三
項
　
綱
吉
と
祐
天

『
略
記
』
に
よ
れ
ば
、
祐
天
は
綱
吉
に
対
し
て
二
度
法
門
を
行
っ
て
い
る
。
一
回
は
「
諸
徳
集
会
」
の
と

き
と
書
か
れ
て
お
り
、『
常
実
記
』
に
も
記
述
が
な
い
た
め
明
確
な
時
期
が
確
定
で
き
な
い
が
、
も
う
一
回
は

宝
永
四
年
二
月
二
十
四
日
に
行
わ
れ
た
御
前
法
門
で
あ
っ
た
。

「
浄
土
本
」
伝
記
に
先
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
便
宜
上
「
一
回
目
」
と
す
る
が
、
そ
の
法
門
の
内
容
は
次

の
よ
う
で
あ
っ
た
（
以
下
『
略
記
』
よ
り
）。





一
つ
は
、所ノ

レ

書ス
ル

弥
陀ノ

佳
号
験
益
最モ

多ト

矣
世
人ノ

謳
歌
頻リ

也ナ
リ

其ノ

之
実
否
如
何

イ
カ
ン
ト
イ
ウ
コ
ト
ヲ

二
つ
目
は
、天

台
真
言
等ノ

諸
宗
皆ナ

為
二

メ
ニ

鎮
護
国
家ノ
一

純ラ

要
二

ト
ス

祈
祷ノ

方
法ヲ
一

浄
宗
独リ

何ニ
ソ

無
二

キ
ヤ

此
事
一

耶
予ヤ

也

三
つ
目
は
、吾ガ

祖
君
家
康
従リ
二

弱
齢
一

深ク

帰シ
二

念
佛ノ

法
門ニ
一

屡く

蒙
二

ム
リ

聖ノ

之
霊
応ヲ
一

大ヒ
ニ

獲
二

エ
タ
リ

師イ
ク
サ

之ノ

勝
利ヲ
一

、（
中
略
）

松
氏
累
世
帰シ
二

念
佛ニ
一

至テ
レ

今ニ

永ク

安
二

靖ス
ル
ノ

天
下ヲ
一

之
来
由
欲
二

ス
ル
ニ

具ニ

宣
一レ

ン
ト

之ヲ

其ノ

事
最モ

ヒ
ロ
シ

寛
也
豈ニ

一
朝
一

夕ノ

之
談ナ

ラ
ン
ヤ

哉

と
の
問
い
で
あ
る
。
学
問
好
き
の
綱
吉
に
し
て
は
世
俗
的
な
質
問
と
も
思
わ
れ
る
が
、
浄
土
宗
の
最
も
根
本

的
な
教
義
を
鋭
く
追
求
し
た
質
問
と
も
言
え
よ
う
。

祐
天
は
こ
れ
に
対
し
て
明
解
に
答
え
た
。
ま
ず
名
号
の
験
益
と
は
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以ス
下

是レ

全ク

非
二

予ガ

徳ノ

而モ

爾
一

カ
ラ
シ
ム
ル

咸ミ
ナ

依テ
二

信ス
ル

者ノ

之
信
力ニ
一

有
二

其ノ

奇
特
一

真
教ノ

不
思
議
力
何ン

ソ

得
上
レ

ン
ヤ
ト
イ
フ
ヲ

容
レ

ル
ル
コ
ト
ヲ

疑ヲ

哉

と
言
っ
て
、
受
者
の
信
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
鎮
護
国
家
の
法
と
し
て
は
万
徳
所
帰
の
名
号
の
功
徳

を
挙
げ
天
下
和
順
の
文
で
例
証
し
て
い
る
。
三
つ
目
の
答
は
、
松
氏
の
分
字
と
十
八
願
を
懸
け
て
十
八
所
で

の
英
俊
の
教
育
の
効
果
を
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
答
に
対
し
、
綱
吉
は

於
レ

是
知リ
二

因
由ノ

不コ
ト
ヲ

虚
信
服ノ

之
色
満ツ
レ

面ニ

公
大ニ

懽ン
テ

曰ク

今イ
マ

也ヤ

親ク

聞
二

師ノ

説ヲ
一

始テ

知ル

伝
説ノ

有
レ

コ
ト
ヲ

信
可シ
レ

謂ツ

吾カ

之
幸ヒ

也ナ
リ

且ツ

称シ
タ
マ
ハ
ク

師
之
臨
レ

ム
ヤ

事ニ

也

見テ
レ

義ヲ

而
為シ

当テ
レ

仁ニ

而
不
レ

譲
襟
度
　
標
不ト
下

亳モ

容レ
中

諂
諛ヲ
上

矣

と
い
う
よ
う
に
、
祐
天
の
答
に
満
足
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
問
答
の
内
容
を
見
る
と
、
綱
吉
は
浄
土
法
門

を
長
い
間
行
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
浄
土
宗
の
奥
義
す
な
わ
ち
救
済
論
や
信
仰
の
姿
と
い
う
も
の
に

つ
い
て
の
認
識
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
は
学
問
的
な
捉
え
方
を
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
伝
記
を
事
実
と
し
、
そ
の
記
述
内
容
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
こ
の
法
門
は
祐
天
を
呼
ん
で
改
め



（『
略
記
』）

（『
実
録
清
書
』
完
）

一レ
フ



て
な
し
た
法
門
で
は
な
く
、
別
件
で
集
ま
っ
た
諸
徳
を
前
に
日
頃
か
ら
疑
問
に
感
じ
て
い
た
こ
と
を
祐
天
に

ぶ
つ
け
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
答
に
失
敗
し
、
綱
吉
の
心
証
を
悪
く

す
る
こ
と
は
、
祐
天
ば
か
り
で
な
く
浄
土
宗
全
体
の
問
題
と
し
て
か
か
わ
っ
て
く
る
重
要
な
法
門
で
あ
っ
た
。

次
に
こ
の
法
門
の
同
席
者
で
あ
る
が
、『
略
記
』
に
よ
れ
ば
同
席
し
た
諸
徳
を
「
護
持
院
・
護
国
寺
・
金
地

院
・
進
休
庵
等
」
と
す
る
。『
実
録
下
書
』
附
で
は
、
さ
ら
に
観
理
院
・
弥
勒
寺
・
金
性
院
を
加
え
「
是
等
台

密
禅
之
耆
宿
也
」
と
言
う
。『
実
録
清
書
』
附
に
は
、
下
書
か
ら
弥
勒
寺
の
名
前
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。『
開

山
行
状
』
に
は
列
席
者
の
名
前
は
出
な
い
。

浄
土
宗
の
側
は
、
増
上
寺
現
住
す
な
わ
ち
門
周
そ
れ
に
了
也
・
雲
臥
ら
の
師
と
三
人
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。

『
略
記
』
か
ら
『
実
録
清
書
』
に
変
化
し
て
い
く
過
程
で
、
こ
の
法
門
は
「
諸
徳
集
会
之
時
」
と
い
う
限

定
的
な
表
現
か
ら
一
般
的
に
綱
吉
は
法
門
を
好
み
し
ば
し
ば
諸
宗
の
高
僧
か
ら
仏
門
の
教
義
を
聞
い
て
い
た
、

そ
の
あ
る
と
き
と
い
う
よ
う
な
表
現
に
変
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
『
実
録
下
書
』
に
は
最
初
の
名
号
の
験
益
の

話
の
み
記
さ
れ
あ
と
の
話
が
出
て
お
ら
ず
、
ま
た
『
実
録
清
書
』
に
復
活
す
る
と
い
う
過
程
を
経
て
い
る
。

『
実
録
』
の
作
者
も
、
い
つ
こ
の
法
門
が
行
わ
れ
た
か
定
か
で
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

『
常
実
記
』
と
『
隆
光
僧
正
日
記
』
か
ら
こ
の
法
門
が
行
わ
れ
た
可
能
性
を
次
に
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
門
周
が
増
上
寺
の
住
職
任
命
後
で
あ
る
こ
と
か
ら
宝
永
元
年
十
一
月
二
十
九
日
以
降
で
あ
り
、
了

也
の
遷
化
が
宝
永
五
年
四
月
三
日
で
あ
り
そ
れ
以
前
で
あ
る
。
そ
の
間
正
式
な
浄
土
法
門
は
宝
永
四
年
二
月
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二
十
四
日
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
と
き
は
法
門
の
内
容
も
明
記
さ
れ
て
お
り
二
回
目
の
法
門
と
特
定
し
う
る

（『
常
実
記
』）。『
隆
光
僧
正
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ほ
か
に
少
な
く
と
も
二
回
法
門
が
あ
っ
た
。
人
物
の
記

載
は
な
い
が
、
宝
永
三
年
二
月
六
日
と
も
う
一
度
は
三
月
二
十
五
日
で
あ
る
。
三
月
二
十
五
日
は
門
周
・
了

也
・
雲
臥
・
祐
天
・
金
地
ら
が
参
集
し
法
門
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

残
念
な
が
ら
、
以
上
の
結
果
か
ら
「
一
回
目
」
の
法
門
の
時
期
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
史
実

と
し
て
も
証
明
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
祐
海
の
記
し
た
と
思
わ
れ
る
『
檀
通
書
附
』
に
も
一
心
不
乱
の

法
門
の
話
は
出
る
が
、
こ
の
「
一
回
目
」
の
法
門
の
話
は
出
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。
可
能
性
と
し
て
は
、
宝

永
三
年
三
月
二
十
五
日
の
法
門
時
、
あ
る
い
は
宝
永
四
年
の
二
月
二
十
四
日
の
法
門
後
、
綱
吉
が
祐
天
に
問

答
を
仕
掛
け
た
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
一
回
目
」
の
法
門
の
内
容
は
『
大
樹
帰
敬
録
』
な
ら
び
に
『
浄
宗
護
国
編
』
と

い
う
祐
天
の
思
想
に
か
か
わ
る
書
物
に
つ
な
が
り
、
こ
れ
ら
の
本
の
成
立
に
深
く
関
与
し
て
い
る
と
い
う
事

実
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
門
自
体
は
ど
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
た
か
不

明
で
あ
る
が
、
祐
天
の
思
想
は
十
分
に
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
略
記
』
の

「
本
伝
遺
事
」
ま
た
『
実
録
』
附
に
記
さ
れ
た
次
の
文
章
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

松
氏
奕
世
皈シ
二

浄
教ニ
一

遂ニ

混
二

一ス
ル
ノ

車
書ヲ
一

来
由
原ト

増
上ノ

随
波
和
尚
克ク

知
二

レ
リ

此ノ

事ヲ
一

故ニ

口
二

授ス

之ヲ

於
檀

通
上
人

ニ
一

上
人
亦
授ク
二

此ノ

事ヲ

於
師ニ
一

師ノ

性
固ヨ

リ

抱キ
二

洪
志ヲ
一

以
レ

負
二

荷
宗
乗ヲ
一

為
二

己ガ

任ト
一

故ニ

不
レ

簡
二

尊





昇
将
卒ヲ
一

凡ソ

対
二

シ
テ
ハ

武
業ヲ

為
レ

ス
ル

識
者
一

ノ
ニ

則
毎ニ

説ク
二

此ノ

事
一

以テ

示ス

且ツ

欲
レ

達
二

セ
ン
コ
ト
ヲ

上
聞ニ
一

也
時ナ

ル

哉
　
大
樹
綱

吉
公
為
二

三
宝
皈
敬
之
明
君
一

故ニ

屡く

召
二

シ
テ

諸
家ノ

衆
僧ヲ
一

迄
レ

探ニ
二

佛
教ノ

淵
底ヲ
一

而
命
レ

シ
テ

師
令ム
二

説
法
一

師
即チ

因テ
レ

之
而
宜
二

説
此ノ

事ヲ

遂ニ

得
レ

タ
リ

成
二

素
志ヲ
一

也
其ノ

伝
伝
口
授
既ニ

筆
記シ

テ

綴シ
テ

成
二

三
巻ト
一

題シ
テ

云
二

大
樹
帰

敬
録ト
一

今マ

現ニ

在
レ

寺
珍
レ

ト
ス

之
矣
近
所ノ
二

梓
行
一

浄
宗
護
国ノ

篇ハ

原ト

出テ
二

於
師ノ

口
授
一

而シ
テ

陳
篇
旧
記
集テ

而
大
二

成ス
ル

之ヲ
一

乎
也
人
読テ

信セ
ヨ

焉

こ
こ
に
正
徳
二
年
に
記
さ
れ
た
『
浄
宗
護
国
篇
』
の
観
徹
に
よ
る
序
か
ら
も
引
用
し
て
お
く
。

現
住
縁
山
貫
主
顕
誉
大
僧
正
能
伝
二

其
行
実
一

最
為
二

至
審
一

貫
主
禀
二

之
明
誉
上
人
一

上
人
承
二

之

国
師
門
下
伝
道
正
統
随
波
上
人
一

其
禀
承
之
有
レ

緒
遠
且
正
矣
吾
親
聴
二

貫
主
口
授
一

凡
曁
レ

再
尚

参
二

考
之
陳
編
旧
記
一

因
併
以
二

縁
山
阿
弥
陀
佛
霊
像
原
由
及
感
験
之
事
一

乃
使
二

大
信
良
信
師
記

録
一

焉
請
二

法
泉
珂
然
師
一

校
閲
焉
書
成
題
名
二

浄
宗
護
国
篇
一

或
曰
般
若
之
護
レ

国
也
吾
聞
レ

有
二

其
明
拠
一

矣
未
レ

聞
念
佛
之
護
レ

国
也
其
亦
有
二

所
憑
一

乎
曰
有
之
経
曰
天
下
和
順
日
月
清
明
風
雨

以
時
災
　
不
起
国
豊
民
安
等
斯
豈
レ

非
二

念
佛
護
国
之
聖
證
一

耶
矧
子
所
謂
般
若
者
吾
所
謂
阿
弥

陀
佛
名
号
所
具
之
一
徳
哉
若
夫
感
応
事
迹
者
昭
二

々
乎
伝
記
之
文
一

子
其
披
レ

巻
読
レ

之
則
不
二

吾

言
一

而
知
也
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（『
略
記
』）

（『
浄
全
』
十
七
、
六
一
四
頁
）

�



観
徹
は
元
禄
十
五
年
の
触
書
に
雲
臥
大
僧
正
時
代
代
役
者
と
し
て
、
署
名
（『
増
上
寺
史
料
集
』
一
、
三
三

六
頁
）
し
て
お
り
、
祐
天
が
伝
通
院
時
代
に
は
宝
永
四
年
の
下
知
状
に
十
一
番
目
の
月
行
事
と
し
て
署
名

（『
増
上
寺
史
料
集
』
一
、
三
六
七
頁
）
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
祐
天
の
出
席
す
る
法
門
に
は
月
行
事
と
し

て
参
加
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
。
ま
た
、
観
徹
は
碧
雲
室
に
お
け
る
祐
海
の
師
で
あ
る
（「
縁
山
志
」
八
『
浄

全
』
十
九
、
一
九
三
頁
）。
こ
の
こ
と
か
ら
観
徹
が
実
際
に
見
聞
き
し
た
話
が
綱
吉
と
祐
天
の
対
話
と
し
て
伝

記
に
登
場
し
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
。

ま
た
、
宝
永
四
年
三
月
十
八
日
に
十
八
檀
林
主
を
集
め
能
を
観
る
と
い
う
こ
と
が
始
め
ら
れ
て
い
る
（『
隆

光
僧
正
日
記
』）
が
、
こ
の
き
っ
か
け
が
先
の
松
氏
の
字
解
き
か
ら
十
八
檀
林
に
つ
な
が
っ
た
話
を
聞
い
た
か

ら
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
時
間
的
に
宝
永
四
年
二
月
二
十
四

日
の
法
門
の
あ
と
、
特
に
祐
天
に
命
じ
た
法
門
が
「
一
回
目
」
の
法
門
で
あ
っ
た
と
の
推
定
も
成
り
立
つ
で

あ
ろ
う
。

次
に
、
二
回
目
の
法
門
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
史
実
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

宝
永
四
年
二
月
二
十
四
日
、
祐
天
七
十
一
歳
の
と
き
こ
の
御
前
法
門
が
開
か
れ
た
（「
縁
山
志
」
七
『
浄
全
』

十
九
、
四
〇
三
頁
）。
算
題
は
『
阿
弥
陀
経
』
の
一
心
不
乱
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
門
周
大
僧
正
が
上
首
と
な

り
問
答
が
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
特
に
「
上
意
に
よ
り
又
伝
通
院
説
法
致
す
べ
し
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
常
実
記
』

に
も
「
伝
通
院
祐
天
は
こ
と
さ
ら
に
命
ぜ
ら
れ
て
説
法
を
御
聞
に
備
ふ
」
と
あ
り
、
特
別
に
命
を
受
け
た
こ

と
が
わ
か
る
。





浄
土
宗
の
僧
侶
で
同
席
し
た
の
は
、
門
周
・
了
也
・
雲
臥
の
三
大
僧
正
と
各
檀
林
主
で
あ
る
こ
と
が
『
常

実
記
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
略
記
』
に
は
そ
れ
に
月
行
事
の
十
二
人
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。「
縁
山
志
」

を
見
る
と
、
さ
ら
に
府
内
檀
林
の
伴
頭
二
臘
ま
で
参
加
し
た
と
あ
る
。

同
席
し
た
他
宗
の
僧
侶
は
、『
常
日
記
』
に
は
護
持
院
大
僧
正
隆
光
・
覚
王
院
大
僧
正
最
純
・
護
国
寺
大
僧

正
快
意
・
心
休
庵
大
僧
正
の
名
が
あ
る
。『
略
記
』
に
は
、
護
持
護
国
金
地
院
等
と
あ
る
。

以
上
を
『
隆
光
僧
正
日
記
』
か
ら
確
認
を
す
る
と
、

増
上
寺
方
丈
、
法
門
被
仰
付
。
伝
通
院
、
大
光
院
、
幡
随
院
、
霊
巖
寺
、
霊
山
寺
、
其
外
増
上

寺
役
者
伴
頭
、
伝
通
院
、
霊
巖
寺
、
幡
随
院
、
霊
山
寺
之
伴
頭
、
都
合
方
丈
共
に
二
十
一
人
、
一

心
不
乱
之
法
門
也
。
法
門
終
る
、
伝
通
院
談
義
被
仰
付
。
覚
王
院
、
護
国
寺
、
進
休
庵
被
罷
出

と
あ
り
、『
略
記
』
に
は
他
宗
の
僧
侶
に
対
し
て
の
あ
い
ま
い
さ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

他
宗
特
に
綱
吉
の
お
抱
え
と
も
言
う
べ
き
僧
侶
を
前
に
浄
土
法
門
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
相
当
の
知
識
と

理
論
構
成
を
必
要
と
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
祐
天
に
対
す
る
綱
吉
の
評
価
で
あ
ろ
う
。
伝
記
か
ら
本
当
の
評
価
を
見
る
こ
と

は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、『
略
記
』
を
引
用
す
れ
ば
「
大
君
諸
司
感
悦シ

衆
徒
老
宿
無シ
レ

不
二

ル
コ
ト

称
歎
一

」
と
あ
る
。

こ
こ
で
、
祐
天
が
城
内
に
呼
ば
れ
た
回
数
が
法
門
前
後
で
変
わ
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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期
間
を
桂
昌
院
没
後
か
ら
了
也
の
遷
化
に
限
定
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
（『
常
日
記
』）。

法
門
前

宝
永
二
年

十
二
月
二
十
三
日

宝
永
三
年

正
月
二
十
七
日
（
奥
・
囃
子
）
・
三
月
二
十
五
日
・
四
月
晦
日
（
奥
）
・
六
月
三
日
・
　

六
月
二
十
六
日
・
八
月
十
八
日
（
奥
）
・
九
月
十
三
日
（
奥
能
）
・
十
二
月
十
日
（
奥
）

宝
永
四
年

正
月
十
二
日
（
奥
）
・
二
月
九
日
（
奥
・
囃
子
）

法
門
後

宝
永
四
年

三
月
十
八
日
（
奥
能
）
・
四
月
二
十
七
日
・
六
月
六
日
・
七
月
三
日
（
奥
）
・
八
月
六
日
・
　

九
月
十
三
日
（
月
見
）
・
十
月
十
日
（
奥
能
）
・
十
一
月
晦
日
（
奥
）
・
十
二
月
十
日

宝
永
五
年

正
月
十
三
日
・
閏
正
月
二
十
六
日
（
奥
）





法
門
の
前
後
で
回
数
そ
の
も
の
に
変
化
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
御
前
と
謁
す
る
機
会
は
増
え
て

い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
、
御
前
法
門
は
大
成
功
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
宝
永
四
年
十
一
月
二
十
三
日
富
士
山
が
噴
火
し
た
と
き
も
、
真
っ
先
に
し
た
こ
と
は
護

持
院
に
千
手
法
を
修
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（『
常
実
記
』）。
ま
た
、
生
涯
生
類
憐
愍
令
を
保
ち
続
け
、
庶
民

を
苦
し
め
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
頭
で
は
理
解
さ
せ
て
も
行
動
を
伴
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
最

後
も
東
叡
山
に
葬
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（『
文
昭
院
殿
御
実
記
』
以
下
『
文
実
記
』）。

第
四
項
　
家
宣
と
祐
天

宝
永
四
年
、
次
の
将
軍
家
宣
の
子
で
あ
る
家
千
代
が
七
月
六
日
に
生
ま
れ
た
が
、
九
月
二
十
八
日
に
亡
く

な
ら
れ
た
（『
常
実
記
』）。
生
ま
れ
て
ま
も
な
い
子
で
あ
っ
た
が
知
幻
院
殿
と
諡
さ
れ
、
伝
通
院
に
葬
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
（『
常
実
記
』）。
祐
天
が
導
師
を
勤
め
た
（『
略
記
』）。
こ
の
と
き
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る

「
白
綸
子
葵
御
紋
附
打
敷
」
は
祐
天
に
贈
ら
れ
、
そ
れ
が
神
奈
川
県
良
忠
寺
復
興
〔
正
徳
二
年
五
月
祐
天
に
よ

り
知
恩
院
直
末
に
加
え
ら
れ
た
と
言
う
。『
良
忠
寺
誌
』（
昭
和
四
十
六
年
、
八
頁
）〕
の
際
に
贈
ら
れ
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
祐
天
は
た
と
え
将
軍
家
よ
り
の
拝
領
物
で
あ
っ
て
も
自
分
の
手
元
に
置
く
こ
と
は
な
く
、
念

仏
弘
通
の
た
め
必
要
と
考
え
ら
れ
れ
ば
寄
付
を
す
る
な
ど
、
私
利
私
欲
の
な
い
人
柄
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
家
宣
二
男
大
五
郎
も
同
年
十
二
月
二
十
二
日
生
ま
れ
た
（『
常
実
記
』）
が
、
宝
永
七
年
八
月
十
三
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